
（令和元年１０月１日施行）

区　分 使　　用　　料

大広間全室 １時間につき　１，５００円

大広間Ａ・Ｂ １時間につき　　　７５０円

和室全室 １時間につき　１，２００円

和室Ａ・Ｂ １時間につき　　　６００円

多目的室 １時間につき　　　７００円

教養娯楽室 １時間につき　　　３８０円

調理実習室 １時間につき　　　９００円

冷暖房料
１室１時間につき２００円（ただし、大広間全室利
用については、１時間につき３００円）

備考
１　利用時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間に切り上げる。
２　営利を目的に利用する場合、又は市外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める額の１００
パーセントに相当する額を加算した額とする。
３　入場料を徴収して利用する場合の使用料は、この表に定める額に次に掲げる割増料を加えた額とす
る。
(1)　入場料の最高額が３００円以下の場合　当該使用料の４０パーセントに当たる額
(2)　入場料の最高額が３００円を超え５００円以下の場合　当該使用料の６０パーセントに当たる額
(3)　入場料の最高額が５００円を超える場合　当該使用料の１００パーセントに当たる額
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